
添付書類（各１部） 2024/4/1
〇…必要な書類
△…条件付きで必要な書類

除却に
対する
助成

建替え
に対す
る助成

〇 〇 第8号様式 助成金交付申請書
<日付>と<申請金額>は空欄でお持ちください。
⇒申請金額の千円未満は切り捨てとなります。

（1） 契約書の写し

〇 〇※1 除却工事
除却工事に関する契約書
契約変更をしている場合は変更後の契約書を含む

〇 建築設計、工事監理
建築設計、工事監理に関する契約書
契約変更をしている場合は変更後の契約書を含む

（2） 請求書および領収書の写し
〇 〇※1 除却費 左記費用において積み上げられた項目の詳細が分かる内訳を添付

〇 建築設計費、工事監理費 左記費用において積み上げられた項目の詳細が分かる内訳を添付

〇 （3）
建築確認申請書の写し および

添付図面一式

〇 （4） 工事監理報告書の写し
建築士法施行規則第17条の15に規定された報告書
※施工過程がわかる写真、記録を添付願います。確認後、その場でお返し
いたします。

〇 〇※1 （5-1） 除却後の敷地の写真 カラーサービス版4面以上、撮影方向を図面に表示

〇 （5-2）
建替え工事完成後の建築物の
写真

カラーサービス版4面以上、撮影方向を図面に表示

〇 〇※1 （6） 閉鎖事項証明書
原本
※未登記建物を除却した場合は、建物の滅失が確認できる書類
家屋取毀証明書＋（解体業者の）代表者事項証明書及び印鑑証明書

〇 （7） 登記事項証明書 原本

〇 （8） 検査済証の写し
左記に加えて「確認済証の写し」、「中間検査合格証の写し（中間検査の
対象となる建築物の場合）」を含む

△ △ （9） 消費税仕入税額控除確認書 申請者が法人等の場合

△ △ （10） その他 申請者の状況によって区から要求がある場合

※１

※

チェック
欄

No 書類 備考

あらかじめ除却に対する助成について交付申請を行っている場合は、書類の一部について提出を省略することができる。

建物の状態や権利関係により上記書類に加えて、別途資料提出を求める場合があります。ご了承ください。

必要書類

    助成の交付申請に必要な書類

ただし、建物の滅失日から5年以内に建替えの交付決定を受ける必要があります。


